
香芝市告示第８８号 

 香芝市建設工事成績評定結果活用基準要綱を次のように定める。 

  令和８年４月１日 

                   香芝市長 三 橋 和 史      

   香芝市建設工事成績評定結果活用基準要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、香芝市（以下「市」という。）が発注する建設工事につ

いて、建設業者の技術力及び施工意欲の向上を図り、公共工事の適正な施工

及び品質向上に資するため、香芝市建設工事成績評定要綱（平成２１年４月

１日施行）に基づき評定された結果（以下「評定結果」という。）により、

入札参加に係る優遇措置及び制限措置を行うことについて、必要な事項を定

めるものとする。 

 （対象者） 

第２条 この要綱の対象者は、市が発注した建設工事（以下「工事」という。

）の請負契約を締結し、しゅん工後において評定結果を受けた工事の受注者

とする。 

 （工事成績評価及び工事成績評価値） 

第３条 この要綱において、評定結果に基づく工事成績評価（以下「評価」と

いう。）及び工事成績評価値（以下「評価値」という。）は、次の表のとお

りとする。 

評定結果 評価 評価値（点） 

評定点が９０点以上 ＡＡＡ ５０ 

評定点が８５点以上９０点未満 ＡＡ ４０ 

評定点が８０点以上８５点未満 Ａ ３０ 

評定点が７５点以上８０点未満 Ｂ ２０ 

評定点が７０点以上７５点未満 Ｃ １０ 

評定点が６５点以上７０点未満  ０ 

評定点が６０点以上６５点未満 Ｄ －１０ 

評定点が５５点以上６０点未満 Ｅ －２０ 

評定点が５０点以上５５点未満  －３０ 

評定点が５０点未満 Ｆ －４０ 

 （優遇措置） 

第４条 市長は、香芝市建設工事等に係る競争入札の入札参加資格等に関する

要綱（令和８年告示第８５号）に定める市内の区分の者で、前年度に評定結



果の通知を受けた契約と同一工種の全てにおいて、Ａ以上の評価を受けた者

のみが参加できる工事の入札（以下「優遇工事入札」という。）を実施する

ことができるものとする。ただし、共同企業体としての実績を除く。 

２ 優遇工事入札は、当該年度に発注予定の工事のうちから、香芝市建設工事

等請負業者選定委員会において決定する。 

３ 優遇工事入札の指名業者数は、原則として香芝市建設工事等請負業者選定

基準要綱（令和８年告示第８７号。以下「選定基準要綱」という。）第２条

に定める設計金額（消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。）の区分によ

り定める数を基準とする。 

４ 優遇工事入札の指名業者の選定は、選定基準要綱第３条に定める格付区分

に対する設計金額を基準とする。 

５ 優遇措置の期間は、当該年の４月１日から翌年３月３１日までとする。た

だし、当該期間中に香芝市建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要綱

（令和７年告示第２２９号）若しくは香芝市物品購入等の契約に係る入札参

加停止措置要綱（令和７年告示第２３０号）に基づく入札参加停止（以下「

入札参加停止」という。）を受けたとき又はＣ以下の評価を受けたときは、

優遇措置を取り消すものとする。 

 （成績優秀者の公表及び期間） 

第５条 市長は、ＡＡＡの評価を受けた者を成績優秀者として市のホームペー

ジに公表するものとする。 

２ 前項の成績優秀者としての公表期間は、公表した日から当該日の属する年

度の翌年度の末日までとする。ただし、当該期間中に入札参加停止を受けた

とき又はＣ評価以下を受けたときは、公表を取り消すものとする。 

 （改善計画書の提出） 

第６条 Ｄ以下の評価を受けた者は、評定結果の通知日から１０日以内に改善

計画書を市長に提出するものとする。 

 （制限措置） 

第７条 市長は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める期間について

入札参加保留措置（以下「保留措置」という。）を行うものとする。 

 (1) Ｄの評価を受け、改善計画書を提出期限までに提出しなかった者 改善

計画書の提出期限の日の翌日から起算して３月 

 (2) Ｄの評価を同一年度内に２回受けた者 同一年度内において２回目のＤ

の評価を受けた日の翌日から起算して３月 

 (3) Ｅの評価を受けた者 Ｅの評価を受けた日の翌日から起算して３月 

 (4) Ｆの評価を受けた者 Ｆの評価を受けた日の翌日から起算して６月 



２ 前項第２号から第４号までに掲げる者は、改善計画書を提出期限までに提

出しなければならない。この場合において、提出期限までに改善計画書の提

出がなかったときは、保留措置の期間を２倍とする。 

３ 保留措置を受けた者は、その期間中、当該保留措置の対象となった工種と

同一工種において、市が発注する工事請負契約の相手方となることはできな

い。ただし、他の者が請け負った工事の下請負人になることは、妨げないも

のとする。 

４ 市長は、保留措置を講じたときは、当該者に対し、その旨を通知するもの

とする。 

 （評価値の格付への反映） 

第８条 市長は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３第１

項に規定する経営事項審査の結果通知書の総合評点（以下「総合評点」とい

う。）に工種ごとの評価値を加減するものとする。 

２ 総合評点に加減する評価値については、当該業者の建設工事等入札参加資

格者登録年度（定期受付）の前年度及び前々年度の工事の工種ごとの評定点

の平均（小数点以下の値は、切り捨てる。）とする。 

   附 則 

 この要綱は、公布の日から施行する。 


